
資源管理方針に関する検討会（第３回）
～マサバ対馬暖流系群及びゴマサバ対馬暖流系群（旧：東シナ海系群）～

令和６年７月24日（水）

現行の資源管理方針について

水産庁

（資料３）
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１．現⾏の資源管理⽅針の内容
（１）資源管理の⽬標
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数 量

内 容項 目
ゴマサバ

対馬暖流系群
マサバ

対馬暖流系群

76千トン323千トン最大持続生産量（MSY）

109千トン310千トン
MSYを達成する
親魚量

目標管理基準値

51千トン143千トン
MSYの60％の漁獲量が
得られる親魚量

限界管理基準値

8千トン22千トン
MSYの10％の漁獲量が
得られる親魚量

禁漁水準



 親魚量が10年後（2030年）に目標管理基準値を50パーセント以上の確率で上回る漁獲シナリオのう

ち、将来の漁獲量が最大となるβ＝0.95を選択。

 親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、漁獲圧力は、当該親魚量の値から禁漁水

準値を減じた値を限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出した係数を、β＝

0.95に乗じた値とする。

 親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、漁獲圧力は０とする。

203020292028202720262025202420232022202120202019β

3103103103083083053012922772552242161

3283293293273283243203092902622242160.95

3483483493473483443393273052702242160.9

3913913923903913883813653352872242160.8

46%

58%

70%

89%

将来の親魚量の平均値 2030年に親魚量が310千トンを上回る確率

203020292028202720262025202420232022202120202019β

3233233243223223203173123012842613001

3223223233223223203183122992802523000.95

3203203213203203193163102972742423000.9

3123123133123133123103032892622223000.8

将来の漁獲量の平均値 （単位：千トン）

１．現⾏の資源管理⽅針の内容
（２）漁獲シナリオ︓マサバ対⾺暖流系群
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（単位：千トン）



１．現⾏の資源管理⽅針の内容
（２）漁獲シナリオ︓ゴマサバ対⾺暖流系群

203020292028202720262025202420232022202120202019β

1061041029996908475665848501

113112110107103989080695948500.95

1201191181151111059684726048500.9

13313313213012712011095786348500.8

43%

55%

67%

85%

将来の親魚量の平均値 2030年に親魚量が109千トンを上回る確率

203020292028202720262025202420232022202120202019β

7574737269666257514435511

7575747370686357504333510.95

7575747371686458504232510.9

7473737271696458494029510.8

将来の漁獲量の平均値
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（単位：千トン）

（単位：千トン）

 親魚量が10年後（2030年）に目標管理基準値を50パーセント以上の確率で上回る漁獲シナリオのう

ち、将来の漁獲量が最大となるβ＝0.95を選択。

 親魚量の値が限界管理基準値を下回っている場合には、漁獲圧力は、当該親魚量の値から禁漁水

準値を減じた値を限界管理基準値から禁漁水準値を減じた値で除すことにより算出した係数を、β＝

0.95に乗じた値とする。

 親魚量の値が禁漁水準値を下回っている場合には、漁獲圧力は０とする。



 計算された資源評価対象水域のABCは、日・韓双方の漁獲に対応するもの。

したがって、ABCから、日本分を確定する必要。

 マサバ対馬暖流系群については、過去の漁獲実績を基に、これまで用いてきた

割合として、ABCの70パーセントを日本分とする。

 ゴマサバ対馬暖流系群についても、過去の漁獲実績を基に、これまで用いてき

た割合として、ABCの95パーセントを日本分とする。

70%

30%

マサバ

ＡＢＣ 95%

5%

ゴマサバ

ＡＢＣ

日本分

１．現⾏の資源管理⽅針の内容
（３）ABCのうち⽇本分
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１．現⾏の資源管理⽅針の内容
（３）ABCのうち⽇本分
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マサバ対馬暖流系群 ゴマサバ東シナ海系群

 マサバ、ゴマサバともに、分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源（スト

ラドリング魚類資源）であり、主たる生息水域は我が国の排他的経済水域。

 「資源管理の推進のための新たなロードマップ」に基づく資源評価の高度化のためには、

周辺国等との情報交換の強化や調査における連携が必要。

 また、漁獲圧を適正なレベルに抑えるために、周辺国等との資源管理に関する協力が必

要。

 今後とも、国連海洋法条約に則して、様々な機会を捉えて、周辺国等との連携・協力の推

進に努める。



109千トン310千トン
目標管理基準値
＝ＭＳＹを達成するために維持・回復させるべき目標とな

る親魚量

51千トン143千トン
限界管理基準値（Limit Reference Point：ＬＲＰ）
＝下回ってはいけない資源水準の値。

ＭＳＹの60％の漁獲量が得られる親魚量

8千トン22千トン禁漁水準値
＝ＭＳＹの10％の漁獲量が得られる親魚量

0.950.95漁獲シナリオに用いる調整係数（β）

ABCの
95％

ABCの
70％ABCのうち日本分

マサバ ゴマサバ
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１．現⾏の資源管理⽅針の内容
（４）まとめ



１．現⾏の資源管理⽅針の内容
（５）マサバ・ゴマサバの⼀括管理

 マサバとゴマサバについては、同時に漁獲され、

魚種別に、即座に正確な仕分けを行うことが困難。

 このため、資源評価は資源ごとに実施するが、漁獲可能量は、

両資源のＡＢＣの合計値の範囲内で一括して管理する。
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１．現⾏の資源管理⽅針の内容
（６）翌管理年度とのＴＡＣの調整
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● 科学的に妥当な条件の下、目標管理基準値の達成に支障がないこと等

を前提として、「翌管理年度との間でＴＡＣを調整」することが可能。

● 漁獲可能量の調整を行った管理年度の未利用分については、追加数量
を上限に、国の留保として翌管理年度に繰り越す。

X年
TAC

X年
ABC

ABC：生物学的許容漁獲量
TAC：漁獲可能量

(X‐1)年12月 X年6月 X年12月

(X‐1)管理年度
（TACは(X‐1)年6月に設定）

X管理年度
（TACはX年6月に設定）

(Ｘ+1)年6月

(X+1)年
TAC

《条件１》
X年ABCの
1倍以上

X管理年度の
ABCが公表

X管理年度の
TACを設定（告示）

(X+1)管理年度の
TACを設定

(X+1)管理年度の
ABCが公表

追加数量を
減じた数量

追加数量

《条件２》
科学的に妥当な条件の下、
目標管理基準値の達成確率

が50%を上回る

X年７月 (X+1)年７月

(X+1)年
ABC 調整

時点



２．その他︓関係者によるＴＡＣ管理推進の取組
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 「数量明示」及び「現行水準」の管理区分における漁獲量の早期

集計・共有

 関係者の合意による国の留保からの配分

 漁獲可能量の積極的な融通

→ 令和４管理年度は厳しい管理となったが、ＴＡＣを遵守

 水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化の両立に向けて、

ＴＡＣ管理の運用改善に関する提言


